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津市告示第１７５号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月１４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 津新町駅  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月１４日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月１４日 掲示済）  
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津市告示第１７６号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月１７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 津駅 久居駅  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月１７日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月１７日 掲示済）  
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津市告示第１７７号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月１８日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 久居駅 江戸橋駅前公共自転車等駐車場  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月１８日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月１８日 掲示済）  
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津市告示第１７８号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月１９日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 津新町駅 久居駅  
            江戸橋駅前公共自転車等駐車場  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月１９日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月１９日 掲示済）  
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津市告示第１７９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月２０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 江戸橋駅前公共自転車等駐車場  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月２０日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月２０日 掲示済）  
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津市告示第１８０号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１1 項の規定によ  
り、平成１５年芸濃町告示第４８号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。  
  平成１８年４月２０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 届出者  
  多門区自治会  
  三重県津市芸濃町多門８５７番地  
   代表者 駒 田 利 一  
２ 変更に係る事項  

地縁による団体の区域  

変 更 前  変 更 後  

本会の区域は芸濃町大字多門一一

番地、一四番地の二、三五七番地、

三六三番地、八四六番地の三、七〇

一番地、七九八番地の四、八七四番

地、九五七番地、九二一番地を結ん

だ区域とする。  

本会の区域は津市芸濃町多門 11 番

地、14 番地 2、357 番地、363 番地、

846 番地 3、701 番地、798 番地 4、
874 番地、957 番地、921 番地を結

んだ区域とする。  

事務所の所在地  

変更前  三重県安芸郡芸濃町大字多門 857 番地  

変更後  三重県津市芸濃町多門 857 番地  

代表者の氏名及び住所  

変更前  三重県安芸郡芸濃町大字多門 912 番地  
駒 田 利 一   

変更後  三重県津市芸濃町多門 912 番地  
駒 田 利 一  

３ 変更の理由及び年月日  
 地縁による団体の事務所の所在地及び区域が、市町村合併により平成１８年

1 月 1 日に表示変更になったため  
 代表者の氏名及び住所は平成１８年 3 月１８日に定期総会において再任  

（平成１８年４月２０日 掲示済）  
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津市告示第１８１号  
 地方自治法 (昭和２２年法律第６７号 ) 第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年一志町告示第１３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第 10 項の規定により次のとおり告示

する。  
  平成１８年４月２０日  
                     津市長 松 田 直 久  
１ 届出者  
  片野自治会  
  三重県津市一志町片野７６８番地１  
   代表者 中 島 達 雄  
２ 変更に係る事項  

地縁による団体の区域  

変 更 前  変 更 後  

本会の区域は、「別表」の通りとす

る。「区域」は、一志郡一志町大字

片野を云い、当該地域内の居住地、

一 志 郡 一 志 町 大 字 片 野 ２ ７ ７ 番

地・同２０６－３番地・同２０６－

２番地・同２１２－１番地・同２１

７－２番地・同２１４－１番地・同

２１７－３番地・同２０９－１番

地・同２０９－３番地・同２６２番

地・同６０８番地・同１７２番地・

同８４６番地・同１８１番地・同７

７３－１番地・同１９４番地・同７

７２番地・同１９６番地・同７６８

－１番地・同７６９番地・同６１８

番地・同３６１番地・同３６６－１

番地・同３８７番地・同３８４－３

番地・同１２７番地・同１２８番

地・同１２９番地・同３３６番地・

同３３１番地・同３２９番地・同３

２８－１番地・同３２８－３番地・

本会の区域は、「別表」の通りとす

る。「区域」は、津市一志町片野を

云い、当該地域内に構成員が居住す

る、津市一志町片野２７７番地・同

２０６－３番地・同２０６－２番

地・同２１２－１番地・同２１７－

２番地・同２１４－１番地・同２１

７－３番地・同２０９－１番地・同

２０９－３番地・同２６２番地・同

６０８番地・同１７２番地・同８４

６番地・同１８１番地・同７７３－

１番地・同１９４番地・同７７２番

地・同１９６番地・同７６８－１番

地・同７６９番地・同６１８番地・

同３６１番地・同３６６－１番地・

同３８７番地・同３８４－３番地・

同１２７番地・同１２８番地・同１

２９番地・同３３６番地・同３３１

番地・同３２９番地・同３２８－１

番地・同３２８－３番地・同２９０
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変 更 前  変 更 後  

同２９０番地・同２４１番地・同２

３４番地・同３２１－１番地・同２

３３番地・同２３２－３番地・同２

３５番地・同２１０番地・同２３７

番地・同２４０番地・同２２８番

地・同２４６番地・同２１０－１番

地・同２５８－２番地・同２５２番

地・同２６９－２番地・同２３９－

５番地・同２６２番地・同２８８番

地・同２５６番地・同２６３番地・

同２８５番地・同２８４番地・同２

８３番地・同２８０番地・同３０４

－４番地・同５７６－３番地・同２

６８－２番地・同２６０－１番地・

同２６０－２番地・同５９４番地・

同２９１－２番地・同２９７番地・

同３１４－１番地・同３０５－１番

地・同３０４－１番地・同４６４番

地・同３０７－３番地・同５５８－

１番地・同４６７番地・同４８５番

地・同５９８番地・同２０１－２番

地・同２８１番地の片野区全域とす

る。  

番地・同３５５－１番地・同２４１

番地・同２３４番地・同３２１－１

番地・同２３３番地・同２３２－３

番地・同２３５番地・同２１０番

地・同２３７番地・同２４０番地・

同２２８番地・同２４６番地・同２

１０－１番地・同２５８－２番地・

同２５２番地・同２６９－２番地・

同２３９－５番地・同２６２番地・

同２８８番地・同２５６番地・同２

６３番地・同２８５番地・同２８１

番地・同２８４番地・同２８３番

地・同２８０番地・同３０４－４番

地・同５７６－３番地・同２６８－

２番地・同２６０－１番地・同２６

０－２番地・同５９４番地・同２９

１－２番地・同２９７番地・同３１

４－１番地・同３０５－１番地・同

３０４－１番地・同４６４番地・同

３０７－３番地・同５５８－１番

地・同４６７番地・同４８５番地・

同５９８番地・同２０１－２番地・

同２７２番地・同５５４－１９番

地・同５５４－２０番地の片野自治

会全域とする。  

事務所の所在地  

変 更 前  変 更 後  

本会の事務所は、「片野区自治会長

宅」に置く。  

 

本会の事務所は、「片野区自治会長

宅」に置く。  
条文上に変更はないが、住所表示変

更「津市一志町片野７６８番地１」
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代表者の住所  

変 更 前  変 更 後  

三重県一志郡一志町大字片野７６

８番地１  
三重県津市一志町片野７６８番地

１  

３ 変更の年月日及び理由  
 平成１８年１月 1 日市町村合併により、地縁による団体の区域、事務所の

所在地及び代表者の住所の表示の変更並びに居住地の追加により片野自治会

規約第３条を変更したため  
（平成１８年４月２０日 掲示済）  
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津市告示第１８２号  
 美杉コミュニティバスの使用料の徴収事務の一部を次の者に委託したので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定により

告示する。  
  平成１８年４月２０日  
 

津市長 松 田 直 久  
 

名      称  所  在  地  
三重交通株式会社  津市中央１番１号  

（平成１８年４月２０日 掲示済）  
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津市告示第１８３号 

 美杉コミュニティバスの使用料の徴収事務の一部を次の者に委託したので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定により

告示する。 

  平成１８年４月２０日 

 

津市長 松 田 直 久  

 

名      称 所  在  地 

美杉タクシー 津市美杉町八知３８６９の２ 

（平成１８年４月２０日 掲示済） 
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津市告示第１８４号 

平成１８年度より適用する家畜共済掛金標準率等を津市農業共済条例（平成

１８年津市条例第１８５号）第６３条第２項の規定により下記のとおり告示す

る。 

平成１８年４月２０日 

 

津市長  松 田 直 久 

 

共済目的

の種類 

死廃・病 

傷の別 

危険段階

区  分

危険指数 危険段階共済掛金 

標準率等（％） 

１ １．５００ １６．４ 

２ １．１５８ １２．７ 

３ １．０００ １０．９ 

４   

５   

 

 

 

死 廃 

標準率  １４．０ 

１ １．０００ １１．６ 

２   

３   

４   

５   

 

 

 

乳用成牛 

 

 

 

病 傷 

標準率  １１．６ 

１ １．４００ ３．７ 

２ １．０００ ２．６ 

３   

４   

５   

 

 

 

死 廃 

標準率  ３．１ 

１ ２．２００ ３．６ 

２ １．０００ １．６ 

３   

４   

５   

 

 

 

肥育用成

牛 

 

 

 

病 傷 

標準率  ３．０ 

（平成１８年４月２０日 掲示済）  
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津市告示第１８５号 

平成１８年度より適用する園芸施設共済掛金率等を津市農業共済条例（平成

１８年津市条例第１８５号）第１３２条第２項の規定により下記のとおり告示

する。 

平成１８年４月２０日 

 

津市長  松 田 直 久 

 

特定園芸施設の

区分 

 

共済目的による種別 

基準共済掛金

率危険段階区

分 

基準共済掛金 

率危険段階基 

準共済掛金率 

ガラス室Ⅰ類 

１０ 

（木造） 

特定園芸施設及び附帯施設  

に係るもの 

 

基準掛金率

％

0.411 

 施設内農作物

に係るもの

病虫害を事故 

除外しないもの

 

基準掛金率

 

1.675 

  病虫害を事故 

除外するもの 

 

基準掛金率

 

0.878 

 特定園芸施設撤去 

費用に係るもの 

（撤去費用有） 

 

基準掛金率

 

0.151 

ガラス室Ⅱ類 

２０ 

（鉄骨） 

特定園芸施設及び附帯施設  

に係るもの 

 

基準掛金率

 

0.117 

 施設内農作物

に係るもの

病虫害を事故 

除外しないもの

 

基準掛金率

 

1.624 

  病虫害を事故 

除外するもの 

 

基準掛金率

 

0.646 

 特定園芸施設撤去 

費用に係るもの 

（撤去費用有） 

 

基準掛金率

 

0.022 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊｳｽⅠ類

３０ 

（木竹） 

特定園芸施設及び附帯施設  

に係るもの 

 

基準掛金率

 

3.789 

 施設内農作物

に係るもの

病虫害を事故 

除外しないもの

 

基準掛金率

 

3.822 

  病虫害を事故 

除外するもの 

 

基準掛金率

 

2.391 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊｳｽⅡ類

４０ 

（パイプ） 

特定園芸施設及び附帯施設  

に係るもの 

 

基準掛金率

 

5.094 

   1 8.888 

   2 5.319 

   3 4.444 

14



 施設内農作物

に係るもの

病虫害を事故 

除外しないもの

 

基準掛金率

 

5.632 

  病虫害を事故 

除外するもの 

 

基準掛金率

 

4.847 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊｳｽⅢ類

５０ 

（鉄骨下） 

特定園芸施設及び附帯施設 

に係るもの 

 

基準掛金率

 

2.874 

   1 4.529 

   2 2.928 

   3 2.265 

 施設内農作物

に係るもの

病虫害を事故 

除外しないもの

 

基準掛金率

 

7.447 

  病虫害を事故 

除外するもの 

 

基準掛金率

 

6.189 

 特定園芸施設撤去 

費用に係るもの 

（撤去費用有） 

 

基準掛金率

 

0.762 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊｳｽⅣ類甲 

６１ 

（鉄骨中・軟）

特定園芸施設及び附帯施設  

に係るもの 

 

基準掛金率

 

1.375 

   1 2.210 

   2 1.223 

   3 1.105 

 施設内農作物

に係るもの

病虫害を事故 

除外しないもの

 

基準掛金率

 

4.440 

  病虫害を事故 

除外するもの 

 

基準掛金率

 

3.799 

 特定園芸施設撤去 

費用に係るもの 

（撤去費用有） 

 

基準掛金率

 

0.223 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊｳｽⅣ類乙 

６２ 

（鉄骨中・硬）

特定園芸施設及び附帯施設  

に係るもの 

 

基準掛金率

 

0.912 

 施設内農作物

に係るもの

病虫害を事故 

除外しないもの

 

基準掛金率

 

2.993 

  病虫害を事故 

除外するもの 

 

基準掛金率

 

1.958 

 特定園芸施設撤去費用 

に係るもの 

（撤去費用有） 

 

基準掛金率

 

0.166 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊｳｽⅤ類

７０ 

（鉄骨上） 

特定園芸施設及び附帯施設  

に係るもの 

 

基準掛金率

 

0.269 

 施設内農作物

に係るもの

病虫害を事故 

除外しないもの

 

基準掛金率

 

1.699 

  病虫害を事故 

除外するもの 

 

基準掛金率

 

0.888 
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 特定園芸施設撤去費用 

に係るもの 

（撤去費用有） 

 

基準掛金率

 

0.054 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊｳｽⅥ類

８０ 

（雨よけ等） 

特定園芸施設及び附帯施設  

に係るもの 

 

基準掛金率

 

8.430 

 施設内農作物

に係るもの

病虫害を事故 

除外しないもの

 

基準掛金率

 

13.665 

  病虫害を事故 

除外するもの 

 

基準掛金率

 

6.401 

 特定園芸施設撤去費用 

に係るもの 

（撤去費用有） 

 

基準掛金率

 

0.638 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊｳｽⅦ類

９０ 

（多目的ﾈｯﾄﾊｳｽ） 

特定園芸施設及び附帯施設  

に係るもの 

 

基準掛金率

 

6.744 

 施設内農作物

に係るもの

病虫害を事故除外

しないもの 

 

基準掛金率

 

9.059 

  病虫害を事故除外

するもの 

 

基準掛金率

 

6.273 

（平成１８年４月２０日 掲示済） 
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津市告示第１８６号 

平成１８年産の水稲に適用する基準共済掛金率を津市農業共済条例（平成１

８年津市条例第１８５号）第３７条第２項の規定により下記のとおり告示する。 

平成１８年４月２０日 

 

津市長  松 田 直 久 

 

農作

物共

済の

共済

目的

の種

類等 

農作物共

済の共済

事故等に

よる種別 

法 第 １ ０ ７ 条 第 ４ 項 の 規 定

による危険段階別 

単位

当た

り共

済金

額 

共  済 

掛金率 

農家負担 

共済掛金 

率 

1 

危険段階基準共済掛金設定

要領（以下「要領」という。）

により算出した平成 9 年産

から平成 17 年産までの水稲

の被害率の平均 10.0％以上

の組合員等 

 228 3.085 1.542500

2 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

1.9％ 以 上 10.0％ 未 満 の 組

合員等 

228 1.581 0.790500

3 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.5％以上 1.9％未満の組合

員等 

228 1.188 0.594000

4 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.001％以上 0.5％未満の組

合員等 

228 1.057 0.528500

5 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.001％未満の組合員等 

228 1.028 0.514000

１

０

０

分

の

３

０

 
平成 18 年産の水稲より新し

く加入する組合員等 
228 1.137 0.568500

1 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

10.0％以上の組合員等 

228 1.921 0.960500

水稲 法第１ 

０６条 

第１項 

第１号 

に規定 

する金 

額を共 

済金額 

とする 

農作物 

共済 

１

０

０

分

の

４

０ 2 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

1.9％ 以 上 10.0％ 未 満 の 組

合員等 

228 0.984 0.492000
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3 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.5％以上 1.9％未満の組合

員等 

228 0.740 0.370000

4 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.001％以上 0.5％未満の組

合員等 

228 0.658 0.329000

5 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.001％未満の組合員等 

228 0.640 0.320000

 
平成 18 年産の水稲より新し

く加入する組合員等 
228 0.708 0.354000

1 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

10.0％以上の組合員等 

228 8.042 4.021000

2 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

1.9％ 以 上 10.0％ 未 満 の 組

合員等 

228 4.121 2.605000

3 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.5％以上 1.9％未満の組合

員等 

228 3.097 1.548500

4 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.001％以上 0.5％未満の組

合員等 

228 2.755 1.377500

5 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.001％未満の組合員等 

228 2.680 1.340000

法第１

０６条

の第１

項第３

号に規

定する

金額を

共済金

額とす

る農作

物共済 

１

０

０

分

の

１

０

 
平成 18 年産の水稲より新し

く加入する組合員等 
228 2.964 1.482000

1 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

10.0％以上の組合員等 

228 2.835 1.417500

  １

０

０

分

の

２

０
2 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

1.9％ 以 上 か ら 10.0％ 未 満

の組合員等 

228 1.453 0.726500
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3 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.5％以上から 1.9％未満の

組合員等 

228 1.092 0.546000

4 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.001％以上から 0.5％未満

の組合員等 

228 0.971 0.485500

5 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.001％未満の組合員等 

228 0.945 0.472500

 
平成 18 年産の水稲より新し

く加入する組合員等 
228 1.045 0.522500

1 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

10.0％以上の組合員等 

228 8.444 4.222000

2 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

1.9％ 以 上 か ら 10.0％ 未 満

の組合員等 

228 4.327 2.163500

3 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.5％以上から 1.9％未満の

組合員等 

228 3.252 1.626000

4 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.001％以上 0.5％未満の組

合員等 

228 2.893 1.446500

5 

要領により算出した平成 9

年産から平成 17 年産までの

水 稲 の 被 害 率 の 平 均 が

0.001％未満の組合員等 

228 2.814 1.407000

法第１

５０条

の３の

３第１

項に規

定する

金額を

共済金

額とす

る農作

物共済 

１

０

０

分

の

１

０

 
平成 18 年産の水稲より新し

く加入する組合員等 
228 3.112 1.556000

（平成１８年４月２０日 掲示済） 
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津市告示第１９０号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ  
り、平成 16 年河芸町告示第 1386 号で認可した地縁による団体から告示された  
事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示  
する。  
  平成１８年４月２１日  

津市長 松 田 直 久   

 
１ 届出者  
  杜の街くすのきの丘自治会  
  三重県津市河芸町杜の街 1 丁目３番地 1 
   代表者 稲本 英雄  
２ 変更に係る事項  

変
更
前 

垣内 弓子  
三重県安芸郡河芸町杜の街 1 丁目 3 番地 35 

代表者の氏名  
及び住所  

変
更
後 

稲本 英雄  
三重県津市河芸町杜の街 1 丁目３番地 1 

変
更
前 

三重県安芸郡河芸町杜の街 1 丁目 8 番地 16 
事務所の  
所在地  

変
更
後 

三重県津市河芸町杜の街 1 丁目 8 番地 16 

 

地  縁  に  よ  る  団  体  の  区  域  

変 更 前  変 更 後  

三重県安芸郡河芸町杜の街 1 丁  
目のうち別表に定める区域  

三重県津市河芸町杜の街 1 丁目  
のうち別表に定める区域  

３ 変更の年月日  
  平成１８年４月 2 日  
４ 変更の理由  
  市町村合併による住所の表示の変更  

（平成１８年４月２１日 掲示済）  
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津市告示第１９１号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月２１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 久居駅 江戸橋駅前公共自転車等駐車場  
            江戸橋駅東公共自転車等駐車場  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月２１日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月２１日 掲示済）  
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津市告示第１９２号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月２４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 津駅 久居駅  
            江戸橋駅東公共自転車等駐車場  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月２４日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月２４日 掲示済）  

25



津市告示第１９３号 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定により、 
平成１５年津市告示第２２８号で認可した地縁による団体から告示された事項に係 
る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 
  平成１８年４月２４日 
 

津市長 松 田 直 久   
 
１ 届出者 
  常垣内自治会 
  三重県津市納所町２９４番地 
   代表者 藤 田   宏 
２ 変更に係る事項 

変 

更 
前 

藤 井 義 昭 
津市納所町２６９番地 

代表者の氏名

及び住所 
変 

更 

後 

藤 田   宏 
津市納所町２２１番地１ 

３ 変更の年月日 
  平成１８年４月２日 
４ 変更の理由 
  総会において新任 

（平成１８年４月２４日 掲示済） 
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津市告示第１９４号  
 次の公印は、盗難にあったため、当該公印は盗難に遭った時から無効とする

ことを告示する。  
  平成１８年４月２６日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
１ 盗難にあった公印  

名称  形式  書体  寸法（㎜）

市長印   れい書  方 16 
三 重 県

津 市 長

印  区

２ 盗難年月日  
  平成１８年４月２１日  

（平成１８年４月２６日 掲示済）  
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津市告示第１９５号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月２５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 放置されていた場所 津駅 久居駅 江戸橋駅西公共自転車等駐車場  
            津駅西第一公共自転車等駐車場  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月２５日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月２５日 掲示済）  
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津市告示第１９６号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、  
地縁による団体を次のとおり認可した。  
  平成１８年４月２６日  
 

津市長 松 田 直 久   
 
１ 名称  
  長岡町自治会  
２ 規約に定める目的  
  本会は、会員相互の親睦を図り、良好な地域社会の維持および形成に資する

ことを目的とし、以下に掲げる地域的な共同活動を行うこととする。  
 （１）広報誌の配布・回覧板の回付等による地域内の相互連絡  
 （２）清掃等による地域内の環境美化の保全・管理  
 （３）集会所施設の維持管理  
 （４）防犯・防災活動  
 （５）社会福祉活動への貢献  
３ 区域  
  本会の区域は、別表に定める区域とする。  
４ 事務所  
  三重県津市長岡町字垣内５７７番地３  
５ 代表者の氏名及び住所  
  池田  貢  
  津市長岡町９５番地  
６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無  

 なし  
７ 代理人の有無  
  なし  
８ 規約に定める解散の事由  
  本会は、地方自治法第２６０条の２第１５項において準用する民法第６８条

第１項第３号および第４号並びに第２項の規定により解散する。  
  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得な

ければならない。  
９ 認可年月日  
  平成１８年４月２６日  
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別表 (第３条関係の区域 ) 
 

町名  字名  地番等  

井戸  全て（ただし、中勢バイパス以西は除く。 ) 

加茂  全て  

太田  全て（ただし、中勢バイパス以西は除く。 ) 

糖田  全て（ただし、市道納所長岡町線以東は除く。）  

宮ノ前  全て (ただし、中勢バイパス以西は除く。 ) 

茶木原  全て（ただし、市道納所長岡町線以東は除く。）  

垣内  全て  

黒田  全て（ただし、市道納所長岡町線以東は除く。）  

小山田  
５２５番地１、５３３番地、５３４番地３、  
１１０３番地３、市道むつみヶ丘団地安東小学校線  
以東  

 
長岡町  

君ヶ口  
７９０番地４、７９１番地４、７９５番地、  
市道安東贄崎線以南  

（平成１８年４月２６日 掲示済）  
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津市告示第１９７号  
 下記の者に対する平成 16 年度 4 期分から平成 17 年度 4 期分までの固定資産税・

都市計画税の督促状は、居所不明等のため送達することができないので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び津市市税条例（平成１８年津市条

例第７１号）第１８条により公示送達します。  
 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市財務部収税課で保管してありますか

ら、出頭の上、受領してください。  
  平成１８年４月２６日  

 
津市長 松 田 直 久  

 
記  

公示送達を受けるべき者

の住所  
公示送達を受けるべき者 備考  

津市北丸之内 21 番地  

 

津土地プランニング有限

会社  
 

注意 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算  
して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなされます。  

（平成１８年４月２６日 掲示済）  
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津市告示第１９８号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月２６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 放置されていた場所 津駅 江戸橋駅西公共自転車等駐車場  
            津新町駅南第三公共自転車等駐車場  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月２６日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月２６日 掲示済）  
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津市告示第１９９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月２７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅西公共自転車等駐車場  
            江戸橋駅東公共自転車等駐車場  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月２７日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月２７日 掲示済）  
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津市公告第３７号  
 平成１８年４月１３日、次のとおり狂犬病予防法第６条第１項の規定により

犬を抑留しました。  
  平成１８年４月１４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留期間 平成１８年４月２０日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  一志町  
 下井生  

 

雑種  

 

黒  メス  子犬  不明  首輪無し  

 
２ 公示期間 平成１８年４月１４日から平成１８年４月２０日まで  
３ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

（平成１８年４月１４日 掲示済）  
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津市公告第３８号  
 平成１８年４月１９日、次のとおり狂犬病予防法第６条第１項の規定により

犬を抑留しました。  
  平成１８年４月２０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留期間 平成１８年４月２４日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  久居中町  

  
 

雑種  

 

黒  不明  小型  不明  子犬  

 
２ 公示期間 平成１８年４月２０日から平成１８年４月２４日まで  
３ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

（平成１８年４月２０日 掲示済）  
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津市公告第３９号  
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。  
  平成１８年４月２４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 工事完了年月日  
  平成１８年４月２１日  
２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

津市河芸町上野字下芦原５９６－２２  
３ 許可を受けた者の住所及び氏名  

津市栄町二丁目３１０番地  
ミサワホーム東海（株）三重支店  
支店長 岩瀬 健二          

(平成１８年４月２４日 掲示済 ) 

36



津市公告第４０号  
 平成１８年４月２１日、次のとおり狂犬病予防法第６条第１項の規定により

犬を抑留しました。  
  平成１８年４月２５日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留期間 平成１８年４月２７日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  白塚町  

  
 

雑種  

 

白灰色 不明  中型  不明   

 
２ 公示期間 平成１８年４月２５日から平成１８年４月２７日まで  
３ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  

（平成１８年４月２５日 掲示済）  
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津市公告第４１号  
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。  
  平成１８年４月２６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 工事完了年月日  
  平成１８年４月２４日  
２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

津市夢が丘一丁目、夢が丘二丁目（５－１工区）  
３ 許可を受けた者の住所及び氏名  

津市栄町１丁目８９１  
日本勤労者住宅協会（業務取扱団体）三重県労働者住宅生活協同組合  
理事長 武田 民雄  
津市栄町１丁目８９１  
三重県労働者住宅生活協同組合 理事長 武田 民雄  
津市大倉１９－１  
日本土建株式会社 取締役社長 田村 欣也  

 (平成１８年４月２６日掲示済 ) 
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津市選挙管理委員会告示５９号 
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１１の規定により、在

外選挙人名簿から抹消する理由が生じた者を次のとおり在外選挙人名簿から抹

消する。 
  平成１８年４月１７日 
 
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 
 １ 抹 消 者 数 
              男     女     計 
             ３人    １人    ４人 
 
 ２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管 
 
 ３ 抹 消 し た 年 月 日  平成１８年４月１４日 

（平成１８年４月１７日 掲示済） 
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